
個人情報ファイル簿 №１ 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

人事防災課危機管理係 

個人情報ファイルの利用目的 
災害時の避難に支援が必要となる要配慮者の事前把

握のため 

記録項目 

1氏名、2性別、3住所、4生年月日、5連絡先、6行政

区、7隣組名、8担当民生員、9同居家族氏名、10世

帯区分、11身体区分（障がいの有無等）、12特記事

項（移動時に必要な器具、留意点、かかりつけ病

院、常用薬、既往症）、13緊急連絡先、14避難支援

者 

記録範囲 

(1)介護保険法（平成9年法律第123号）第７条第１

項に規定する要介護状態において、要介護３以上の

判定を受けている者 

(2)身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第１

５条第４項の規定により身体障害者手帳１級又は２

級の交付を受けている者 

(3)療育手帳制度要綱（昭和48年厚生省発児第156

号）に定める療育手帳で障害の程度が重度（総合判

定A）の判定を受けた者 

(4)障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第５

２条の規定により自立支援医療費（精神通院）の支

給認定を受けているひとり暮しの者 

(5)精神保健及び障害者福祉に関する法律（昭和25

年法律第123号）第45条の規定により精神障害者保

健福祉手帳1級又は2級の交付を受けている者 

(6)福岡県特定疾患治療研究事業実施要綱に定める

対象者で特定疾患医療受給者証を有する者 

(7)その他、町長が必要と認める者 

記録情報の収集方法 
(1)住民基本台帳 

(2)要介護認定者台帳 



(3)身体障害者手帳交付台帳 

(4)療育手帳交付台帳 

(5)自立支援医療費（精神通院）支給認定者名簿 

(6)精神障害者保健福祉手帳交付台帳 

以上の情報をもとに作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 

※情報提供同意者のみ 

警察、消防、各地区自主防災組織、民生委員、児童

委員、避難支援者 

※全件 

町防災関係部局、福祉関係部局 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町人事防災課危機管理係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 



作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №２ 

個人情報ファイルの名称 交通共済加入者リスト 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

住民課地域協働係 

個人情報ファイルの利用目的 交通共済に関する事務の適正な実施 

記録項目 

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5住民コード、6

世帯コード、7世帯主氏名、8続柄、9行政区、10隣

組 

記録範囲 交通災害共済加入者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳および本人申請をもとに作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 北九州市民生活協同組合 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町住民課地域協働係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №３ 

個人情報ファイルの名称 各地区役職員台帳 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

人事防災課人事秘書係 

個人情報ファイルの利用目的 功労表彰の実施 

記録項目 1氏名、2生年月日 

記録範囲 各地区の役職員を引き受けた者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳等を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 各区住民 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町人事防災課人事秘書係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №４ 

個人情報ファイルの名称 永久選挙人名簿 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

住民課住民係 

個人情報ファイルの利用目的 
各種選挙の執行 

選挙人の範囲の確定 

記録項目 

1番号、2住所、3世帯主かどうか、4氏名、5性別、6

生年月日、7備考（転出等の異動情報、失権に関す

る情報） 

記録範囲 

年齢満18歳以上かつ日本国民であり住民票が作成さ

れた日から3ヶ月以上引き続き住民基本台帳に登録

されている者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳からの抽出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 
公職選挙法（昭和25年法律第100号）に基づく名簿

閲覧申請者 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町住民課住民係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

名簿への登録自体に関し、公職選挙法（昭和25年法

律第100号）第24条第1項に基づき異議申立てができ

る 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №５ 

個人情報ファイルの名称 世帯台帳 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

住民課地域協働係 

個人情報ファイルの利用目的 各区における地域運営及び行政事務の円滑な実施 

記録項目 
1住所、2氏名、3年齢、4生年月日、5異動年月日、6

異動事由 

記録範囲 遠賀町の住民基本台帳に登録されている者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 地域における行政事務の委託先（各区の区長） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町住民課地域協働係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №６ 

個人情報ファイルの名称 遠賀霊園 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

庶務財政課管財係 

個人情報ファイルの利用目的 遠賀霊園の管理運営及び管理料の徴収業務 

記録項目 
1住所、2氏名、3年齢、4生年月日、5電話番号、6本

籍地、7死亡日、8埋蔵日、9届出年月日 

記録範囲 遠賀霊園の新旧使用者、代理人、死亡者（納骨者） 

記録情報の収集方法 使用者または代理人による届け出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町庶務財政課管財係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №７ 

個人情報ファイルの名称 ふるさと納税 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

みらいデザイン課企画政策係 

個人情報ファイルの利用目的 

ふるさと納税寄附管理をはじめとした寄附管理およ

びワンストップ特例申請者の税控除情報の作成(地

方税法第37条の2、第314条の7、所得税法第78条) 

記録項目 

1住所、2氏名、3性別、4生年月日、5電話番号、6メ

ールアドレス、7マイナンバー、8免許証やマイナン

バーカード等の本人確認ができる書類の写し 

記録範囲 遠賀町にふるさと納税を行った寄附者 

記録情報の収集方法 オンラインまたは郵送による本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 

・申込者の住民票上の住所地の自治体 

・ふるさと納税業務を委託している下記業者 

・(株)アイモバイル 

・(株)ワークシー 

・(株)楽天 

・(株)トラストバンク 

・(株)さとふる 

・(株)サイバーレコード 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町みらいデザイン課企画政策係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 



訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №８ 

個人情報ファイルの名称 遠賀町未来へつなぐ生活支援商品券 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

みらいデザイン課企画政策係 

個人情報ファイルの利用目的 
商品券発送に係る諸事務（遠賀町未来へつなぐ生活

支援商品券事業実施要綱） 

記録項目 

1住所、2氏名、3性別、4生年月日、5続柄、6世帯構

成、7異動年月日、8異動事由、9住定日、10世帯コ

ード、11住民コード 

記録範囲 遠賀町の住民基本台帳に登録されている者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町みらいデザイン課企画政策係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №９ 

個人情報ファイルの名称 物価高騰対策商品券 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

みらいデザイン課企画政策係 

個人情報ファイルの利用目的 物価高騰対策商品券の対象者抽出、配布のため 

記録項目 

1住民コード、2氏名、3カナ氏名、4生年月日、5性

別、6続柄、7世帯コード、8定住日、9郵便番号、10

住所、11方書、12課税情報、13生活保護受給者判

定、14DV 

記録範囲 遠賀町の住民基本台帳に登録されている者 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳・ウェブリングス・税務LANからの抽

出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町みらいデザイン課企画政策係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №１０ 

個人情報ファイルの名称 特定防衛施設周辺整備調整交付金に関する調査 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

みらいデザイン課企画政策係 

個人情報ファイルの利用目的 特定防衛施設周辺整備調整交付金の算定基礎資料 

記録項目 
1住所、2氏名、3氏名カナ、4世帯主名、5自治会コ

ード 

記録範囲 遠賀町の住民基本台帳に登録されている者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町みらいデザイン課企画政策係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    有 無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №１１ 

個人情報ファイルの名称 農地基本台帳 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

産業振興課農業推進係 

個人情報ファイルの利用目的 
農地の管理 

営農状況等の管理 

記録項目 
1住所、2氏名、3年齢、4生年月日、5異動年月日、6

異動事由、7所有者の農地情報 

記録範囲 農業者及びその世帯員 

記録情報の収集方法 住民基本台帳や固定資産台帳を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町産業振興課農業推進係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №１２ 

個人情報ファイルの名称 
消費生活相談情報 

(PIO-NET) 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

産業振興課商工振興係 

個人情報ファイルの利用目的 

消費生活の安定及び向上の確保 

消費者トラブルの解決および予防 

（消費者基本法、消費者安全法） 

記録項目 

1受付年月日、2相談種別、3相談方法、4相談者氏

名、5相談者年齢、6相談者住所、7相談者連絡先、8

相談者属性(団体・性別)、9相談者職業、10契約者

氏名、11契約者年齢、12契約者住所、13契約者連絡

先、14契約者属性(団体・性別)、15契約者性別、16

商品役務名、17購入契約先情報、18信用供与者情

報、19製造者情報、20他業者情報、21備考 

記録範囲 
遠賀町消費生活相談窓口に相談した者 

（10年分） 

記録情報の収集方法 相談者本人への聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 

「国、地方公共団体及び警察機関からの照会に基づ

くPIO-NET情報の提供に関する実施要領」に基づく

情報提供申請者 

刑事訴訟法第１９７条第２項等に基づく捜査情報照

会申請者 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町産業振興課商工振興係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 



訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №１３ 

個人情報ファイルの名称 個人住民税業務 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

税務課住民税係 

個人情報ファイルの利用目的 個人住民税の課税 

記録項目 
1番号、2住所、3氏名、4生年月日、5性別、6所得・

課税情報、7マイナンバー 

記録範囲 遠賀町内、町外の課税されている者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳と申告等資料を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 税務署 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町税務課住民税係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №１４ 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税業務 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

税務課住民税係 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の課税 

記録項目 
1番号、2住所、3氏名、4生年月日、5性別、6標識番

号、7税額、８マイナンバー 

記録範囲 遠賀町内、町外の課税されている者 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳と軽自動車等の登録・廃車情報を基に

作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 軽自動車検査協会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町税務課住民税係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №１５ 

個人情報ファイルの名称 固定資産税業務 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

税務課資産税係 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の課税 

記録項目 

1番号、2住所、3氏名、4生年月日、5性別、6所在

地、7地目、8構造、9種類、10面積、11評価額、12

課税標準額、13税額、14マイナンバー 

記録範囲 遠賀町内、町外の課税されている者 

記録情報の収集方法 登記等の情報を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 税務署、県税事務所、法務局 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町税務課資産税係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №１６ 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税業務 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

税務課住民税係 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税の課税 

記録項目 
1番号、2住所、3氏名、4生年月日、5性別、6所得・

課税情報、7マイナンバー 

記録範囲 遠賀町内、町外の課税されている者 

記録情報の収集方法 国民健康保険の資格情報を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町税務課住民税係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №１７ 

個人情報ファイルの名称 納税業務 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

税務課納税係 

個人情報ファイルの利用目的 収納管理、滞納整理 

記録項目 

1番号、2住所、3氏名、4生年月日、5性別、6収納情

報、7滞納処分情報、8所得・課税情報、9財産・実

態調査情報 

記録範囲 遠賀町内、町外の課税されている者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳や納付情報を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町税務課納税係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №１８ 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

住民課住民係 

個人情報ファイルの利用目的 
住民の居住関係の公証、その他住民に関するあらゆ

る事務の処理の基礎とするため整備 

記録項目 

1氏名、2、出生の年月日、3男女の別、4世帯主につ

いてはその旨、世帯主でない者については世帯主の

氏名及び世帯主との続柄、5戸籍の表示。ただし、

本籍のない者及び本籍の明らかでない者について

は、その旨、6住民となつた年月日、7住所及び一の

市町村の区域内において新たに住所を変更した者に

ついては、その住所を定めた年月日、8新たに市町

村の区域内に住所を定めた者については、その住所

を定めた旨の届出の年月日（職権で住民票の記載を

した者については、その年月日）及び従前の住所の

ほか、住民基本台帳法第7条及び第30条の45、及び

住民基本台帳施行令第6条の2の規定により、記載す

べきものとされる事項、9マイナンバー 

記録範囲 
遠賀町在住で現に住民登録されている者、及び過去

に住民登録されていた者 

記録情報の収集方法 本人の届出及び他自治体からの通知 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 

庁舎内の他部署及び他自治体、登録住民、登録住民

から委任を受けた者、第3者であって取得する権利

がある者 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町住民課住民係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 



訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №１９ 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録簿 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

住民課住民係 

個人情報ファイルの利用目的 印鑑登録に関する事務の執行 

記録項目 1住所、2氏名、3生年月日、4性別、5印影 

記録範囲 

遠賀町の住民基本台帳に登録されている者で印鑑の

登録を受けたもの、及び過去に登録を受けていたも

の 

記録情報の収集方法 本人及び代理人からの登録 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
印鑑登録をしている者、及び印鑑登録をしている者

から委任を受けた者 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町住民課住民係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №２０ 

個人情報ファイルの名称 戸籍簿 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

住民課住民係 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍に関する事務の執行 

記録項目 

1氏名、2出生の年月日、3戸籍に入つた原因及び年

月日、4実父母の氏名及び実父母との続柄、5養子で

あるときは養親の氏名及び養親との続柄、6夫婦に

ついては夫又は妻である旨、7他の戸籍から入つた

者についてはその戸籍の表示、8その他法務省令で

定める事項 

（戸籍法第13条に規定されているもの） 

記録範囲 
遠賀町の区域内に本籍を定める者及び過去に遠賀町

の区域内に本籍を定めていた者 

記録情報の収集方法 本人及び親族等からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 

(遠賀町の区域内に本籍を定める者、及び過去に遠

賀町の区域内に本籍を定めていた者)の直系尊属・

卑属、及び直系尊属・卑属以外の親族や第3者であ

って取得する権利がある者、他自治体 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町住民課住民係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №２１ 

個人情報ファイルの名称 証明書交付申請書(郵便請求) 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

住民課住民係 

個人情報ファイルの利用目的 証明書発行 

記録項目 

1住所、2氏名、3生年月日、4利用目的、5電話番

号、6本籍、7筆頭者名、8疎明資料、9法人の登記事

項証明書(写)、10本人確認書類(写) 

記録範囲 請求者 

記録情報の収集方法 請求者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 請求者、取得する権利がある者 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町住民課住民係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №２２ 

個人情報ファイルの名称 犬の登録原簿 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

住民課環境衛生係 

個人情報ファイルの利用目的 

狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及び

これを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公

共の福祉の増進を図ることを目的とする犬の登録台

帳 

記録項目 
1犬の登録番号、2住所、3氏名、4電話番号、5世帯

コード、6住民コード、6備考（犬の情報） 

記録範囲 犬の飼い主 

記録情報の収集方法 本人申請および住民基本台帳をもとに作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町住民課環境衛生係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №２３ 

個人情報ファイルの名称 し尿汲取り台帳 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

住民課環境衛生係 

個人情報ファイルの利用目的 し尿の定期汲取り業務 

記録項目 

1通知番号、2住所、3行政区、4氏名、5性別、6生年

月日、7住民コード、8世帯コード、9電話番号、10

世帯員数、11引き落とし口座情報、12備考（汲取り

情報） 

記録範囲 し尿定期汲取り申込者 

記録情報の収集方法 本人申請および住民基本台帳をもとに作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 遠賀・中間地域広域行政事務組合 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町住民課環境衛生係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №２４ 

個人情報ファイルの名称 高齢者名簿 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

高齢障がい支援課高齢者係 

個人情報ファイルの利用目的 民生委員児童委員が行う見守り活動への情報提供 

記録項目 
1住所、2氏名、3年齢、4生年月日、5異動年月日、6

異動事由、7介護度、8高齢者福祉サービス利用状況 

記録範囲 
遠賀町の住民基本台帳に登録されており、その年度

に65歳以上となる者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 各区の民生委員児童委員、主任児童委員 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町高齢障がい支援課高齢者係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №２５ 

個人情報ファイルの名称 児童名簿 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

ほけん福祉課福祉人権係 

個人情報ファイルの利用目的 民生委員児童委員が行う見守り活動への情報提供 

記録項目 
1住所、2氏名、3年齢、4生年月日、5異動年月日、6

異動事由 

記録範囲 
遠賀町の住民基本台帳に登録されており、その年度

の18歳以下の者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 各区の民生委員児童委員、主任児童委員 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町ほけん福祉課福祉人権係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №２６ 

個人情報ファイルの名称 介護保険被保険者保険料業務 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

高齢障がい支援課高齢者係 

個人情報ファイルの利用目的 第１号被保険者（65歳以上）の介護保険料の管理 

記録項目 

1住所、2氏名、3年齢、4生年月日、5異動年月日、6

異動事由、7課税状況、8所得額、9世帯員の課税状

況、10マイナンバー 

記録範囲 遠賀町の介護保険第１号被保険者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳、対象者の課税市町村の税情報 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 福岡県介護保険広域連合 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町高齢障がい支援課高齢者係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 福岡県介護保険広域連合とオンラインで共有 

 



個人情報ファイル簿 №２７ 

個人情報ファイルの名称 介護保険給付業務 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

高齢障がい支援課高齢者係 

個人情報ファイルの利用目的 認定者の介護保険の給付 

記録項目 

1住所、2氏名、3年齢、4生年月日、5異動年月日、6

異動事由、7課税状況、8所得額、9サービスの利用

状況、10マイナンバー 

記録範囲 
遠賀町の介護保険被保険者で介護保険要介護、要支

援認定者 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳、対象者の課税市町村の税情報、サー

ビス事業者からの報告書・請求書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 福岡県介護保険広域連合 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町高齢障がい支援課高齢者係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 福岡県介護保険広域連合とオンラインで共有 

 



個人情報ファイル簿 №２８ 

個人情報ファイルの名称 介護保険申請業務 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

高齢障がい支援課高齢者係 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険の申請の管理 

記録項目 

1住所、2氏名、3年齢、4生年月日、5異動年月日、6

異動事由、7介護申請に係る生活状況、医師の意見

内容等、8マイナンバー 

記録範囲 遠賀町の介護保険要介護（要支援）認定申請者 

記録情報の収集方法 訪問調査員による調査、医師の意見書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 福岡県介護保険広域連合 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町高齢障がい支援課高齢者係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 福岡県介護保険広域連合とオンラインで共有 

 



個人情報ファイル簿 №２９ 

個人情報ファイルの名称 介護保険被保険者資格管理業務 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

高齢障がい支援課高齢者係 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険被保険者資格の管理 

記録項目 
1住所、2氏名、3年齢、4生年月日、5異動年月日、6

異動事由、7介護保険者、8マイナンバー 

記録範囲 
遠賀町の介護保険第１号被保険者及びサービス対象

の第２号被保険者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳、入所施設からの入居状況届 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 福岡県介護保険広域連合 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町高齢障がい支援課高齢者係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 福岡県介護保険広域連合とオンラインで共有 

 



個人情報ファイル簿 №３０ 

個人情報ファイルの名称 新型コロナウイルス自宅療養者支援事業 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

ほけん福祉課福祉人権係 

個人情報ファイルの利用目的 

新型コロナウイルスにり患し、外出制限を受けてい

る世帯で、買い物を頼める支援者がいない世帯に対

し、緊急的に食料・日用品の支援を行う 

記録項目 
1住所、2氏名、3年齢、4生年月日、5性別、6電話番

号、7自宅の場所、8り患状況 

記録範囲 支援申し出者世帯 

記録情報の収集方法 本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町ほけん福祉課福祉人権係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №３１ 

個人情報ファイルの名称 
遠賀町行政区の設置及び区長の行政事務委託に関す

る規則に係る高齢者加算対象者名簿提供 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

高齢障がい支援課高齢者係 

個人情報ファイルの利用目的 
敬老事業や高齢者支援に関する事業の実施及びこれ

らの区への委託 

記録項目 1住所、2氏名、3年齢、4性別、5自治会名 

記録範囲 
区の行う敬老事業、高齢者支援に関する事業の対象

者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳からの抽出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
当該者が所属する自治会の区長のうち、申請があっ

た者 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町高齢障がい支援課高齢者係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №３２ 

個人情報ファイルの名称 包括支援システム 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

高齢障がい支援課地域包括支援センター係 

個人情報ファイルの利用目的 
高齢者総合相談、介護予防支援計画作成、高齢者の

総合的な生活支援 

記録項目 

1住所、2氏名、3年齢、4生年月日、5要介護状態区

分、6担当ケアマネ、7利用サービス、8相談支援記

録 

記録範囲 
遠賀町の介護保険第１号被保険者及び要支援・介護

認定所持の第２号被保険者 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳、介護保険保険者からの認定情報、介

護支援専門員等によるアセスメント情報等 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 福岡県介護保険広域連合 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町高齢障がい支援課地域包括支援セ

ンター係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 福岡県介護保険広域連合とオンラインで共有 

 



個人情報ファイル簿 №３３ 

個人情報ファイルの名称 児童手当業務 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

こども家庭課子育て支援係 

個人情報ファイルの利用目的 児童手当の適正な支給 

記録項目 

1氏名、2生年月日、3所得情報、4住所、5郵便番

号、6性別、7住民コード、8世帯コード、9年金種

別、10基礎年金番号、11子氏名、12子生年月日、13

子住民コード、14配偶者氏名、15マイナンバー 

記録範囲 児童手当ての対象となる児童を養育している世帯 

記録情報の収集方法 住民基本台帳、これまでの支給記録を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町こども家庭課子育て支援係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №３４ 

個人情報ファイルの名称 子育て支援事業対象者リスト 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

こども家庭課こども家庭センター係 

個人情報ファイルの利用目的 
高校生相当以下の子がいる世帯の養育者に対して、

子育て支援を行うため 

記録項目 1番号、2住所、3氏名、4生年月日、5世帯主氏名 

記録範囲 遠賀町内の高校生相当以下の子がいる世帯 

記録情報の収集方法 住民基本台帳からの抽出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町こども家庭課こども家庭センター

係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №３５ 

個人情報ファイルの名称 集団健康診査に関する情報 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

ほけん福祉課健康づくり係 

個人情報ファイルの利用目的 住民健診・検診の実施 

記録項目 

1健診予定日、2予約会場、3世帯コード、住民コー

ド、4カナ名称、5氏名、6性別、7生年月日、8年

齢、9郵便番号、10住所、11行政区、12電話番号、

13予約項目、14国保加入情報、15生活保護情報 

記録範囲 
年度末年齢19歳以上かつ遠賀町の住民基本台帳に登

録されている者 

記録情報の収集方法 

保健福祉総合システム からの抽出、住民基本台帳

(住民課)、生活保護受給者情報(福祉課)、国民健康

保険被保険者情報、後期高齢者被保険者情報、前年

度乳がん、子宮頸がん、胃内視鏡受診者情報(健康

こども課・特定健診データ管理システム) 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 
集団健診委託先(遠賀中間医師会、福岡労働衛生研

究所、キューリン、ふくおか公衆衛生推進機構) 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町ほけん福祉課健康づくり係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №３６ 

個人情報ファイルの名称 健診・検診結果に関する情報 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

ほけん福祉課健康づくり係 

個人情報ファイルの利用目的 

住民健診・検診の結果とりまとめ、健診結果相談

会、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事

業、住民の健康管理及び健康増進に向けた施策の検

討・実施 

記録項目 

1住民番号、2生年月日、3氏名カナ、4性別、5電話

番号、6受診年度、7受診年月日、8健診機関、9健診

結果、10服薬情報、11既往歴、12問診内容、13現病

歴、14初回・非初回、15一次健診医療機関コード、

16精密検査日、17精密検査医療機関、18精密検査結

果、19保健指導の記録 

記録範囲 

遠賀町住民健診を受けた者で遠賀町の住民基本台帳

に登録されている者 

 

記録情報の収集方法 

保健福祉総合システム からの抽出、健診・検診委

託先からの情報提供、結果相談会、訪問、電話での

聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 業務委託先である株式会社ウェルクル 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町ほけん福祉課健康づくり係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №３７ 

個人情報ファイルの名称 予防接種台帳 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

ほけん福祉課健康づくり係 

個人情報ファイルの利用目的 接種履歴管理、接種勧奨、統計報告 

記録項目 
1住所、2氏名、3年齢、4生年月日、5世帯主、6接種

履歴 

記録範囲 
遠賀町在住時に予防接種を受けた者で遠賀町の住民

基本台帳に登録されている者 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳、予防接種予診票、国のVRSシステム

より作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町ほけん福祉課健康づくり係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №３９ 

個人情報ファイルの名称 乳幼児健診台帳 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

こども家庭課こども家庭センター係 

個人情報ファイルの利用目的 乳幼児の健康管理 

記録項目 
1住所、2氏名、3年齢、4生年月日、5乳幼児健診の

記録、6相談内容 

記録範囲 
遠賀町在住時に乳幼児健診を受けた者で遠賀町の住

民基本台帳に登録されている者 

記録情報の収集方法 健康対策係で作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町こども家庭課こども家庭センター

係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №４０ 

個人情報ファイルの名称 子ども医療費助成制度 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

ほけん福祉課保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
子どもを対象とした医療費の助成(遠賀町子ども医

療費の支給に関する条例) 

記録項目 

1住所、2氏名、3年齢、4生年月日、5受給者番号、

６電話番号、7保護者氏名、8加入健康保健、9被保

険者氏名、10保護者の所得、11振込先口座、12異動

年月日、13異動事由、14受診医療機関名、15傷病

名、16受診内容、17マイナンバー 

記録範囲 ０歳～18歳の子ども及びその保護者、被保険者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳と本人の申告を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 福岡県民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町ほけん福祉課保険年金係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №４１ 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険業務 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

ほけん福祉課保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険の適正な運営、被保険者の健康増進 

記録項目 

1国保記号番号、２住所、３世帯主・世帯員氏名、

４性別、５生年月日、６口座情報、７電話番号、8

受診した医療機関、9受診した医療機関での支払

額、10医療費の限度額、11診療内容、12異動事由、

13所得区分、14受診した薬局、15処方された先発医

薬品の名称・数量・金額、16マイナンバー 

記録範囲 国民健康保険被保険者 

記録情報の収集方法 
世帯主の届出 

国保連合会端末からの抽出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 
福岡県国民健康保険団体連合会、国民健康保険団体

中央会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町ほけん福祉課保険年金係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №４２ 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療制度 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

ほけん福祉課保険年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
後期高齢者医療制度の適正な運営、被保険者の健康

増進 

記録項目 

1住所、2氏名、3生年月日、4被保険者番号、5異動

年月日、7異動事由、8保険料額、9所得・課税情

報、10マイナンバー 

記録範囲 後期高齢者医療被保険者 

記録情報の収集方法 

住民基本台帳を基に作成 

住所地特例者については福岡県後期高齢者広域連合

からのデータ送信 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 福岡県後期高齢者広域連合 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町ほけん福祉課保険年金係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №４３ 

個人情報ファイルの名称 下水道使用者名簿 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

都市計画課下水道管理係 

個人情報ファイルの利用目的 下水道使用料の賦課徴収事務 

記録項目 

1水洗番号・世代、2給水先住所、3給水先番地、4使

用者名、5調定年度、6調定月、7請求額、8収納額、

9排水量、10下水処理場【浄化センター・遠賀ポン

プ場（広渡）・遠賀ポンプ場（中部・北部）・老

良・遠賀北部浄化センター】、11会計区分（公共・

農排）、12未収額、13最終収納年月日、14調定更正

日 

記録範囲 下水道利用者 

記録情報の収集方法 中間市より提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町都市計画課下水道管理係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №４４ 

個人情報ファイルの名称 公共下水道受益者負担金賦課名簿 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

都市計画課下水道管理係 

個人情報ファイルの利用目的 公共下水道事業の受益者負担金賦課事務 

記録項目 

1整理番号、2郵便番号、3住所、4氏名、5地番、6地

目、7地積、8負担金調定額・納付額、9報奨金調定

額・納付額、10猶予の有無（猶予金額）、11減免の

有無（減免金額） 

記録範囲 受益者（町内に土地を所有している者） 

記録情報の収集方法 

公共下水道事業受益者申告書、公共下水道事業受益

者負担金徴収猶予申請書、公共下水道事業受益者負

担金減免申請書、土地の属性は税務課より提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町都市計画課下水道管理係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №４５ 

個人情報ファイルの名称 排水設備設置者名簿 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

都市計画課下水道工務係 

個人情報ファイルの利用目的 排水設備の適正な施工の管理 

記録項目 

1氏名、2住所、3電話番号、4設置場所、5予定工事

費、6世帯数、7排水人口、8設置区分【①排水設備

（新設・増設・改築・撤去）②水洗便所（新設・増

設・浄化槽切替・その他）③使用水の区分（水道・

井戸・水道井戸併用・その他）④使用の目的（家

事・家事及び事業・その他）⑤建物の区分（一般住

宅・店舗・共同住宅・事務所・その他）】、9工事

期間、10施工者、11融資申請の有無 

記録範囲 下水道供用開始区域内の住民 

記録情報の収集方法 
排水設備新設等計画確認申請書、排水設備新設等工

事完了兼使用開始届 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町都市計画課下水道工務係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 H18以前は紙のみ 

 



個人情報ファイル簿 №４６ 

個人情報ファイルの名称 地理情報システム 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

都市計画課都市計画係 

個人情報ファイルの利用目的 
都市計画道路、用途地域、地区計画その他都市計画

を適正に執行していくための管理 

記録項目 1地目、2地積、3所有者名 

記録範囲 遠賀町内に土地を所有している者 

記録情報の収集方法 税務課より提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町都市計画課都市計画係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №４７ 

個人情報ファイルの名称 学齢簿管理業務 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

学校教育課教育総務係 

個人情報ファイルの利用目的 義務教育対象者の学籍管理 

記録項目 

1児童氏名、2住所、3生年月日、4性別、5保護者氏

名、6保護者住所、7児童生徒との関係、8学籍情

報、9備考（転出等の異動情報） 

記録範囲 

遠賀町の義務教育対象者とその保護者 

又、町外から遠賀町の小・中学校に就学している児

童生徒とその保護者 

（入学前、卒業後も含む） 

記録情報の収集方法 住民基本台帳および保護者からの申告を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 町内小中学校 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町学校教育課教育総務係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №４８ 

個人情報ファイルの名称 遠賀町立図書館利用者リスト 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

遠賀町立図書館 

個人情報ファイルの利用目的 
図書館資料の貸し出し、予約の管理、利用状態の管

理 

記録項目 

1電話番号、2氏名、3性別、4生年月日、5状態区

分、6住所、7メールアドレス、8有効期限、9登録

日、10発行日、11保護者氏名、12勤務先、13貸し出

し一覧、14予約一覧 

記録範囲 
遠賀町民（在勤・在学含む）及び北九州都市圏域の

うち、利用の希望の申告があった者 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町遠賀町立図書館 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №４９ 

個人情報ファイルの名称 遠賀町物価高騰対策商品券 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

みらいデザイン課企画政策係 

個人情報ファイルの利用目的 
商品券発送対象者の確定等の商品券発送に係る諸事

務（遠賀町物価高騰対策商品券事業実施要綱） 

記録項目 

1住所、2氏名、3性別、4生年月日、5続柄、6世帯構

成、7異動年月日、8異動事由、9住定日、10世帯コ

ード、11住民コード 

記録範囲 遠賀町の住民基本台帳に登録されている者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町みらいデザイン課企画政策係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №５０ 

個人情報ファイルの名称 遠賀町生活支援商品券 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

みらいデザイン課企画政策係 

個人情報ファイルの利用目的 
商品券発送対象者の確定等の商品券発送に係る諸事

務（遠賀町生活支援商品券事業実施要綱） 

記録項目 

1住所、2氏名、3性別、4生年月日、5続柄、6世帯構

成、7異動年月日、8異動事由、9住定日、10世帯コ

ード、11住民コード 

記録範囲 遠賀町の住民基本台帳に登録されている者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳を基に作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町みらいデザイン課企画政策係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 №５１ 

個人情報ファイルの名称 
予防接種台帳 

（乳幼児） 

行政機関等の名称 遠賀町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

こども家庭課こども家庭センター係 

個人情報ファイルの利用目的 接種履歴管理、接種勧奨、統計報告 

記録項目 
1住所、2氏名、3年齢、4生年月日、5世帯主、6接種

履歴 

記録範囲 
遠賀町在住時に予防接種を受けた者で遠賀町の住民

基本台帳に登録されている者 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳、予防接種予診票、国のVRSシステム

より作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）遠賀町こども家庭課こども家庭センター

係 

（所在地）福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 



政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 － 

 


